
 資料１ 

光が丘公民館・新築児童館整備市民検討会規約（案）  

 
(目的 ) 

第１条 光が丘地区学校跡施設 (旧青葉小学校 )利活用事業の新築エリアの基

本設計及び実施設計に向けた検討、協議等を実施するため、「光が丘公民

館・新築児童館整備市民検討会」 (以下「検討会」という。 )を設置する。  
(検討事項 ) 

第２条 検討会は、光が丘地区複合施設整備事業の新築エリア (光が丘公民

館・新築児童館 )等の設計に向けて、次の事項について検討する。  
（１）新築エリア (光が丘公民館、新築児童館 )の整備内容等に関すること  

（２）改修エリアとの連携等に関すること  
(委員等 ) 

第３条 検討会は、別表に掲げる団体の推薦者等をもって構成する。  
(会長及び副会長 ) 

第４条 検討会に会長１名及び副会長２名を置く。  
２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。  
３ 会長は、会務を総理し、会議を進行する。  

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、

その職務を代理する。  

(会議 ) 
第５条 検討会は、必要に応じ会長が招集する。  
２ 検討会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開くことができない。

ただし、やむを得ない事情があると会長が認めた場合は、この限りでない。  
３ 検討会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の

決するところによる。  
(関係者の出席 ) 

第６条 検討会の会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を

求め、説明又は意見を聞くことができる。  
(傍聴 ) 

第７条 会長は、検討会の会議の傍聴の申出があったときは、検討会に諮っ

て、当該申出に対する決定を行うものとする。  



２ 会長は、正常な会議の進行を確保するため必要と認めるときその他相当

の理由があると認めるときは、傍聴人に退場を命ずることができる。  

(庶務 ) 
第８条 検討会の庶務は、相模原市の光が丘公民館・新築児童館に係る事務

主管課において処理する。  

(委任 ) 
第９条 この規約に定めるもののほか、検討会の運営その他必要な事項は、

会長が検討会に諮って定める。  
附 則  

(施行期日 ) 

１ この規約は、令和８年１月２９日から施行する。  
(失効 ) 

２ この規約は、検討会を解散した日において、その効力を失う。  
別 表 (第３条関係 ) 

団体名等  

光が丘地区自治会連合会  

光が丘地区社会福祉協議会  

光が丘地区民生委員児童委員連絡協議会  

光が丘地区老人クラブ連合会  

光が丘地区地域包括支援センター  

光が丘公民館利用団体協議会  

光が丘地区子ども会育成連絡協議会  

光が丘公民館区 青少年健全育成連絡協議会  

光が丘地区こども応援団  

和泉短期大学  

光が丘公民館  

青葉児童館  

公募市民  

 


